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当社対象機器 データ疎通確認のために下記ご用意をお願いします。

パナソニック製対象機器申請時のお願い

➂パナソニック「自家消費プランサポートーサービス」のお申込み

①AiSEG2 サーバーサービス登録

➁スマートフォンのご用意

＊パナソニック自家消費プランサポートサービスへのお申込みは、創蓄連携システムお取り扱いの販売店様ならびに
パナソニック東京都自家消費プランサポートサービスまでお問合せください
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AiSEG2 4画面※1 がエビデンスとして必要です

①サーバーサービス登録 機器コード認証（機器コード入力済）画面 ②サーバーサービス登録 登録状況確認画面

* * * *

* * * *

* * * *

③ネットワーク機器登録画面 ④無線機器 電波到達確認画面

※1：エネルギー計測ユニットはLAN配線によりネットワーク機器として登録する事も可能です。その際は「③ネットワーク登録機器画面」においてエネルギー計測ユニットが状態「ON」になっている事が
確認できる画面を提出することで「④電波到達確認 表示画面」の提出は不要になります。

創蓄連携システムが状態「ON」になっていれば
エビデンスとして成立します。

エネルギー計測ユニットが結果「〇」になっていれば
エビデンスとして成立します。※1

パナソニック製対象機器 データ疎通証明書類①

＊AiSEG2の画面の表示方法はAiSEGの取扱説明書、設定マニュアルをご確認ください
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➁開始日(日付)
アプリ カレンダー機能

➂機器コードを
受け付けました。
リビモサービスを
開始します

①機器コードの登録受
け付け開始メッセージ

パナソニック自家消費プランサポートサービス申込後、
スマートフォンの ２画面（３項目の表示されている画面）
がエビデンスとして必要です

パナソニック製対象機器 データ疎通証明書類➁

※スマートフォンの機種によっては1画面で３項目が表示されている場合もあります。

＊パナソニック自家消費プランサポートサービスへのお申込みは、創蓄連携システムお取り扱いの販売店様ならびに
パナソニック東京都自家消費プランサポートサービスまでお問合せください
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